
 

住宅火災から大切な生命を守るために 

みんなで買って設置しましょう！ 

住宅用火災警報器！！ 

  

   
館林地区消防組合 

 



 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

火災は早く見つけることが重要なポイントであり 

火災に早く気付くためにも住宅用火災警報器が必要です。 

住宅用火災警報器は平成１８年６月１日から新築の住宅に、 

平成２０年６月１日から既存住宅に設置が義務付けられています。 

                     消防法第９条の２        

なぜ必要なの？ 

全国の住宅火災による死者946人のうち、逃げ遅

れにより亡くなられた方は 54.9%（519 人）を

占めています。 
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共同購入をしてみませんか？ 

住 民 業 者 

①悪質な訪問販売防止となり、心配がなくなります。 

②「どこで、どれを買ったらいいの？」といった悩みがなくなります。 

③地域全体で購入すると、地域全体の防火対策になります。 

④大量に購入することで、個人で購入するより予算を抑えることができます。 

⑤お年寄りなど取付が困難な方でも安心して購入できます。 

 （地域で手伝ってもらえたり、販売店と取付相談ができます。） 

⑥住宅用火災警報器の交換時期や維持管理もしやすくなります。 

⑦警報音や音声が同じなので、近所の方に気づいてもらいやすくなります。 

 
メリット 

情報の提供・支援 

●啓発チラシ・共同購入の手引きの配布 

●共同購入のアドバイス 

●住宅用火災警報器協力事業所一覧表の提供 
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共同購入の仕組み 



 
 

 

 

●ガスコンロの消し忘れ 

主婦５７歳が１５時頃、野菜スープを作るため両手鍋をガステーブルコンロに掛け点火、その後、鍋を掛けたこと

を忘れ外出したため時間の経過とともに鍋内の煮汁が蒸発、具材が焦げて煙が充満し住宅用火災警報器が発報した

ものである。 

 近隣者の（女性）６７歳が外で作業中、住宅用火災警報器の警報音と換気扇から煙が出ていたため１１９番通報し

たものである。焼損なし。 

●遠赤外線ヒーターの輻射熱により着火 

 マットレスをタンスに立て掛け、部屋の掃除をしていたところ、タンスの前に置かれていた遠赤外線ヒーターのス

イッチが何らかの原因で入ってしまった。 

隣の部屋にいたところ、煙で住宅用火災警報器が発報したので火災に気づいたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆消防本部予防課又はお近くの消防署 
    消防本部予防課   ℡0276-72-8366      板倉消防署   ℡0276-82-1138 

    明和消防署     ℡0276-84-3131      西分署     ℡0276-75-6656   

    千代田消防署    ℡0276-86-3202      北分署     ℡0276-72-6441 

    邑楽消防署     ℡0276-88-5551 

  ※詳しくは、館林地区消防組合のホームページでご確認ください。 http://www.fire-tatebayashi.jp/ 

館 林 地 区 消 防 組 合 

住宅用火災警報器奏功事例 

 

クーリングオフ制度活用 

 もしも悪質な販売業者にだまされて、高額な値段で購入してしまった場合は、クーリングオフ 

制度を活用してください。 

 クーリングオフ制度とは、契約(購入)から一定期間（住宅用火災警報器の訪問販売については８日間）

の場合、クーリングオフをすれば代金を支払わなくて済み、支払った場合は全額返還が行える制度です。

契約書や納品書などは必ず保管しておいてください。 

詳しくは 館林市消費生活センター ＴＥＬ ０２７６－７２－９００２ 

http://www.fire-tatebayashi.jp/

